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1原子力発電所の安全運転の実績

我が国では原子力発電を開始以来、約40年間、トラブル発生件数を

減少させるなど、安全最優先に取り組んできた。
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2設備利用率の低迷

出典：原子力施設運転管理年報

設備利用率の推移（1997-2007）
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設備利用率は、原子力不祥事、予防保全による定期検査期間の長期化、中越沖地震などの影響
により近年大きく低迷。

法令による全国一律の

定期検査（13ヶ月以内）

�原子力不祥事
（02年福島第一・第二、柏崎刈羽他）

�予防保全による定期検
査期間長期化
シュラウド修理、PLR配管
取替、SG管台補修 等

�トラブル・自然災害
04年
美浜#3二次系配管破断
05年
宮城沖地震(女川#1～3)
06年
志賀#1臨界事故隠蔽問題
浜岡#5,志賀#2蒸気タービ
ン損傷等

�新潟県中越沖地震
（07年柏崎刈羽）

※ここでは設備利用率低下の主な要因のみを記載。

諸外国が達成している設
備利用率：９０％台
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3既設炉の適切な活用に向けた課題

③情報共有
関係者間で十分な情報共有を図るとともに、情報を活用していくことが必要

② 地震対策
設備/危機管理体制の積極的な改善、最新の科学的知見の活用など、災害により

強い発電所の構築が必要

① 保全活動の充実
これまでの時間基準保全（定間隔で機器を停止させて分解点検・手入れを行なう）

から、運転中の機器の状態をきめ細かく監視し、データ採取を行なうことでより設備

の信頼性を上げていく状態基準保全の適用拡大が必要

④ 高経年化への対策
今後、高経年化プラントが漸増していく現実を踏まえ、高経年化技術評価データの

蓄積、評価のＰＤＣＡ継続による保全の最適化が必要
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事業者の保全プログラムの充実

電気事業者が科学的/合理的な最新の知見/根拠に基づき信頼性を重視した保全プログラムを導入し、

それぞれの機器に対応した保全の実施や最新の状態監視技術、更には国内外の運転経験も踏まえて、

「適切な手段を適切な機器に対して適切な時期に行う」保全を行うことで、更なる信頼性向上を目指す。

出典：検査の在り方に関する検討会資料（200８年8月）

現行と充実後の保全活動の概要

(1) 点検方法、頻度の適正化

(2) 経年劣化管理の徹底

(3) 継続的な改善(5) 改善目標の明確化

(6) 保全計画の充実

(4) 偶発故障の抑制

保全計画の
策定

機器分解

機器分解保全計画の
策定

機器点検
手入れ

機器点検
手入れ

手入れ後
状態確認

手入れ後
状態確認

機器の組立

機器の組立

試運転

試運転

保全方法・内容・
周期の見直し

保全データ

保全データ

運転中の
状態監視

手入れ前
状態監視

保全活動管理指標 保全の
有効性評価

保全方式・内容・
周期の最適化

劣化メカニズム
整理票

設備の保全状態の管理を
確実にするために採取する

保全データの追加

これまでに実施された高経年化
技術評価で得られた知見の活用

による経年劣化管理の徹底

「適切な時期に、適切な方法
で」保守するための保全方法
の見直しなど保全の最適化

保全活動管理指標という目標値
の設定、保全有効性評価など

保全活動の「見える化」

現

状

充

実

後
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新検査制度の導入

○全ての原子力発電所の一律検査から、プラント毎に機器の特性に応じたきめ細かい検査に移行。

○事業者は、設備・機器毎に適切な点検間隔を評価し、これに基づき原子炉停止間隔（従来の１３ヶ
月に加え、18ヶ月、24ヶ月の分類追加）を設定することが可能となる予定。

＜概 要＞
○「保全プログラム」に基づく保全活動に対する検査制度の導入

・プラント毎に機器の特性に応じたきめ細かい検査に移行。保全全体に係わる基本的なルールは
事業者が保安規定で定め、国が認可。等

○安全確保上重要な行為に着目した検査制度を導入

・リスクの高い安全上重要と判断される行為については、原子炉の起動・停止時や運転上の制限逸

脱時に、国が保安検査、立入検査で安全性を確認。 等

○根本原因分析のためのガイドラインの整備等

・根本原因分析から得られた対応事項を保安措置として義務付け。 等

○ 「高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針」の認可制

・安全機能を有する機器・構造物について、60年の使用期間を仮定した高経年化技術評価を実施し、

その評価結果を踏まえ、長期保守管理方針を策定し、保安規定の記載事項として審査（認可）。 等
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災害時の対応をより強化する取組
（柏崎刈羽原子力発電所における取組の例）

○機器の詳細点検・動作確認など健全性の確認を実施中（７号機では、８割強の
確認を実施）

○新たに策定した基準地震動を踏まえ、１０００ガル（原子炉建屋最地下階部）の
地震の揺れを設定し、安全上重要な設備に対して必要な設備の耐震強化工事
を実施中

○消火設備・体制強化、情報発信の強化の取り組みなど、災害時の対応を強化

発電所における取り組み

・発生時刻： ２００７年７月１６日

午前１０時１３分頃

・マグニチュード： ６．８

・震度： ６強（柏崎市、刈羽村）

・震央距離： 約１６ｋｍ

・震源距離： 約２３ｋｍ

新潟県中越沖地震の概要

１号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 ６号機 ７号機

中越沖地震

（観測値）
６８０ ６０６ ３８４ ４９２ ４４２ ３２２ ３５６

基準地震動

による揺れ＊
(原子炉建屋最地下階部)

８４５ ８０９ ７６１ ７０４ ６０６ ７２４ ７３８

耐震強化に向け
た地震の揺れ
(原子炉建屋最地下階部)

１，０００

単位：ガル

＊： ９月２２日に見直しされた基準地震動による値

柏崎刈羽原子力発電所における
耐震強化に向けた地震の揺れの設定
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7得られた知見・教訓の反映、展開

中越沖地震を通じて得られた知見・教訓を踏まえ、地震対策については、
国際的に日本が先頭に立って牽引していく。

＜中越沖地震の知見＞

・活断層や地下構造を踏まえた地震動のメカニズム

・強震データに基づく解析と設備点検結果から得られた設計の裕度や損傷メカニズム

＜国際的な専門家による評価＞

・国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による現地調査

第１次調査 （2007年8月6日～10日）、フォローアップ調査 （2008年1月28日～2月1日）

・国際会議による情報発信、共有

「原子力発電所の耐震安全性、信頼性に関する国際シンポジウム」 （2008年2月26,27日）

「耐震安全性に関するＩＡＥＡ国際ワークショップ」 （2008年6月19日～21日）

＜今後の活動＞

・事業継続性や減災という観点からの設備形成や危機管理能力の向上

・ＩＡＥＡ等の国際的な耐震基準策定活動への貢献
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事業者間の情報共有

○ ＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ）、ＰＷＲ事業者連絡会（ＪＰＯＧ）

電力会社とプラントメーカーとの間で情報を共有し、必要な技術的検討を行なう枠組
みとして発足。（JBOG : 2006年4月設立、JPOG : 2005年10月設立）

（国内外トラブル情報の共有化と水平展開方針の検討、技術的共通課題への対応、
点検資機材、予備品等の情報共有化、中長期保全計画の情報共有化）

○ ＮＳネット
原子力産業界全体の安全意識の高揚、モラルの向上及び原子力の安全文化の共有
化を図る活動を実施（1999年12月設立）

（ピアレビュー活動、安全文化の浸透・向上、安全文化醸成に関する情報発信）

○ ニューシア（NUCIA）

国内外の原子力施設の運転・保守情報を収集・整理し、データベース化し、事業者間
での情報共有を図るとともに、情報分析結果に基づき勧告等の実施、運転管理や設
備保全活動への情報活用などの活動を実施（2003年10月運用開始）

安全意識の高揚、運転保守データ収集、事業者間の情報共有化等を行なうため、事業
者は以下のような活動を行なっている。
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高経年化対策（１）

米国の状況

・2008年9月現在、米国では運転開始30年を越える
軽水炉プラントは52基である。

・米国の原子力法において、40年の運転認可と運
転認可更新規則に基づき20年間の更新を可能と
している。2008年9月現在、米国原子力規制委員
会は48基について運転認可更新免許を交付し、

18基の申請をレビュー中である。

欧州の状況

・英、仏、独の各国では、法定による運転認可期間

は定められておらず、10年ごとに経年変化を考
慮した定期安全審査を実施し、これによりその後
10年の運転の可能性を評価し、その後の運転状
況を検査にて確認している。

日本の状況

・法令による運転期間の規定はないが、実用炉
規則において、運転開始以後30年を経過する
日までに、経年変化に関する技術的な評価及
び保全のために実施すべき措置に関する10年
間の計画を策定し、10年を越えない期間毎に

再評価することとなっている。

・2008年8月現在、運転開始30年を越える軽水炉
プラントは14基であり、既に18基について30年
目評価が完了している。
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高経年化対策（２）

○安全機能を有する機器・構造物については、運転開始後30年になる前に60年の使用期間を仮定
した健全性評価を実施（高経年化技術評価）し、この評価を踏まえ、保守管理活動に追加すべき
新たな対策等を取りまとめた「長期保守管理方針」を策定。10年毎に再評価。

○新たな検査制度では、長期保守管理方針に相当する内容は保安規定に記載し、国の認可対象。

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

設
備
容
量
[
万
ｋ
Ｗ
]

既設の軽水炉

（４０年間運転
の場合）

新設の
軽水炉

高速増殖炉

既設の軽水炉

の長期運転

年度
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18基完了

（2008.8現在）

30年目技術評価

日本の取組
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11出 力 向 上

欧米での実績

・欧米では1970年代から、給水流量計の精度向上や

タービン系等の設備改造により電気出力を最大約20%
向上させる出力向上（アップレート）が約160件実施され
てきている。

・特に、米国では近年新規プラントの建設はなかったも
のの120件以上実施され、110万kWe級5基相当分（約
5,600MWe）の出力向上の実績がある。

日本での展開

・日本原子力学会を中心に出力向上に係わる設備の影

響等の検討を実施。

・海外での出力向上に伴うトラブルは安全性を本質的に

損なう事象はなく、設備への影響は設計又は運転段階
の適切な対応、管理で対処可能と評価。

・現在、日本原子力発電東海第二発電所では、設備の
信頼性向上を図る工事を計画しており、新しくなった設
備を活用した出力向上の検討を進めている。2010年度
に、原子炉熱出力及び電気出力の約5%向上を目指し
ている。

＊実際の設備能力はプラント毎に異なる

電気系設備

タービン系

設備

現状設備で対応可能な熱出力増加分例＊
主な設備

発電機本体

主変圧器

循環水ポン

プ

低圧タービ

ン

高圧タービ

ン

主蒸気安全

弁

原子炉系設

備

０％ ５％ １０％ １５％

米国における実施例
既存設備を活用し、一部設備は出力増加レベルに見合う改造・
取替を行う。

日本原電東海第二における出力向上計画

出典：平成２０年度事業計画概要
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電 力 会

社 名
発 電 所 名

出 力

（ 万 kW）

2 0 0 8 年 度 電 力 供 給

計 画 に お け る

着 工 予 定 年 度

運 転 開 始

予 定 年 月

北 海 道 泊 ３ 号 9 1. 2 2 0 0 3 年 度（ 建 設 中 ） 20 0 9 年 1 2 月

浪 江 ・ 小 高 8 2. 5 20 1 4 年 度 2 0 1 9 年 度
東 北

東 通 ２ 号 1 3 8 . 5 2 0 1 4 年 度 以 降 20 19 年 度 以 降

福 島 第 一 ７ 号 1 3 8 . 0 20 1 0 年 度 2 0 1 4 年 1 0 月

福 島 第 一 ８ 号 1 3 8 . 0 20 1 0 年 度 2 0 1 5 年 1 0 月

東 通 １ 号 1 3 8 . 5 20 0 9 年 度 2 0 1 5 年 1 2 月
東 京

東 通 ２ 号 1 3 8 . 5 2 0 1 2 年 度 以 降 20 18 年 度 以 降

島 根 ３ 号 1 3 7 . 3 2 0 0 5 年 度（ 建 設 中 ） 20 1 1 年 1 2 月

上 関 １ 号 1 3 7 . 3 20 1 0 年 度 2 0 1 5 年 度中 国

上 関 ２ 号 1 3 7 . 3 20 1 3 年 度 2 0 1 8 年 度

電 発 大 間 1 3 8 . 3 2 0 0 8 年 度（ 建 設 中 ） 20 1 2 年 3 月

敦 賀 ３ 号 1 5 3 . 8 20 1 0 年 度 20 1 6 年 3 月
原 電

敦 賀 ４ 号 1 5 3 . 8 20 1 0 年 度 20 1 7 年 3 月

合 計 13 基 1 , 7 2 3 万 k W

○電力供給計画に基づく１３基の建設を計画中（内３基建設中）。

原子力発電所の新・増設計画

出典： ２００８年度電力供給計画
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使用済燃料の発生年度展開
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六ヶ所処理分

六ヶ所処理量を超える
使用済燃料

[約３．２万トン]

既発電分

原子力発電の投資環境面の課題

（１）バックエンド対応について

・六ヶ所再処理工場の処理量を超える使用済燃料の再処理

等費用については、将来、費用の発生が確実。

・このため、現行のバックエンド制度・措置では、再処理計画

が固まるまでの暫定的処置として､当該費用を企業会計上

の引当金として積立。

・一方、再処理計画が固まるまでの期間、発電に伴う当該

費用（既発電分）を料金原価に算入できず、回収で きな
い。

これは、世代間負担の公平の確保とバックエンド事業の円

滑な推進という面で問題が生じるおそれがある。

・したがって、六ヶ所再処理工場以降の再処理計画につい

ては、 2010年以降に検討開始予定となっているが、できる

限り早期に検討に着手し、当該費用を料金原価に算入で

きるように希望。

（２）廃炉費用負担の軽減・平準化について
・昨年、クリアランス制度等の整備に伴う算定条件の見直

しを踏まえ、「原子力発電施設解体引当金」の積み立ての

過不足を検証いただいたところ。

・今後予定されている敦賀１号の解体等により、新たな知

見が得られた場合は、これを速やかに反映することが必
要。

再処理等費用の年度展開

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115

（億円）

六ヶ所再処理工場に
係る再処理等費用

処理開始の2048年度にスライド

（年度）

六ヶ所処理量を超える
使用済燃料の再処理等費用

六ヶ所再処理工場の処理量を
超える使用済燃料

〔約３．２万トン〕

六ヶ所再処理工場の処理分

再処理等費用の年度展開

費用試算の対象となる使用済燃料の発生年度展開
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ま と め

○電気事業者は安全運転の実績を積み上げ、トラブル件数を減少させ

てきたが、原子力不祥事、地震等の影響により近年の設備利用率は

低迷。

○信頼性を重視した保全プログラムの導入や科学的・合理的な規制や

運用により、信頼性が高く、災害に強い原子力発電所を運営すること

を目指し、今後とも着実に取り組んでいく。地震対策については日本

が得た知見を国際展開していく。

○電気事業者は安全確保を大前提に国民の皆様のご理解を得ながら、

国による事業環境整備のもと、既設炉の適切な活用、新増設計画等

により、原子力発電を着実に推進していく。


